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問 地域づくり推進課　☎ 055-948-1412

伊豆の国市市有地活用公募型プロポーザル

「浮橋温泉」を売却します！
　市では、浮橋温泉を活用し新たな活力を創出するため、創意工夫のノウハウをもつ民
間事業者などの柔軟な発想・企画による提案を募り、公募型プロポーザル方式により、
温泉・用地の活用を行う個人または法人などを募集します。
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。
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公
募
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。
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浮
橋
地
区
の
地
域
活
性
化
に
資
す
る
と
と

も
に
、周
辺
環
境
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
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浮
橋
温
泉
を
活
用
し
、
地
域
に
対
し
て
温

泉
の
配
湯
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
温
泉

を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
な
ど
が
期
待
で

き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
現
在
、
温
泉
揚
湯

ポ
ン
プ
が
故
障
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

● 

応
募
方
法

　

市
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
地
域
づ
く
り
推
進
課
で
入

手
で
き
る
専
用
の
申
込
用
紙
を
使
っ
て
、
２

月
21
日（
金
）ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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現
地
説
明
会
や
物
件
説
明
会
な
ど
は
行
い

ま
せ
ん
。
応
募
す
る
前
に
、
現
地
の
状
況

な
ど
を
あ
ら
か
じ
め
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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審
査
で
は
、
購
入
価
格
や
事
業
計
画
な
ど

を
も
と
に
、
最
も
相
応
し
い
と
認
め
ら
れ

る
事
業
者
な
ど
を
買
受
人
と
し
て
選
定
し

ま
す
。
こ
の
趣
旨
を
理
解
の
う
え
、
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

　市職員の給与は、地方公務員法に基づき、『伊豆の国市職員の給与に関する条例』
により定められています。これらに定められていない給料や手当は支給されません。
また、条例の制定・改正・廃止には、市議会の議決が必要です。

職　　員　　数

合計

会計別 給料表別

普通
会計

特別
会計

行政職
給料表
（甲）

行政職
給料表
（乙）

技能
労務職
給料表

平成30 年度 394 人 365 人 29 人 388 人 3人 3人
令和元年度 399 人 369 人 30 人 393 人 3人 3人

●職員数（各年 4月 1日現在）※再任用短時間勤務職員を除く ●特別職の給与等（平成31年4月1日現在）

区　分 月　額
期末手当

6月期 12 月期

給
料

市　長 800,000 円 2.225月分 2.225 月分
副市長 660,000 円 2.225月分 2.225 月分
教育長 600,000 円 2.225月分 2.225 月分

報
酬

議　長 363,000 円 2.025月分 2.025 月分
副議長 324,000 円 2.025月分 2.025 月分
議　員 300,000 円 2.025月分 2.025 月分

●一般職の給与等の状況
〈１〉人件費の状況
　（平成30年度普通会計決算）

歳出額（A） 人件費率
（B/A）190 億 6,702 万円

人件費（B）
14.9％

28 億 4,930 万円

〈２〉職員給与費の状況（平成 30 年度普通会計決算）

職員数
（A）

給与費 1人当たり
給与費（B/A）給　料 職員手当 期末勤勉手当 計（B）

371 人 13 億 3,073 万円 1億 9,676 万円 5億 2,171 万円 20億 4,920 万円 552 万 3,450 円

※ 職員手当には退職手当負担金は含みません。
※職員数および給与費には、再任用短時間勤務職員（6人）を含みます。

区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 318,748 円 377,623 円 43.1 歳
教育職 269,690 円 286,053 円 35.1 歳
技能労務職 277,000 円 279,200 円 57.0 歳

〈３〉職員の平均給料額、平均給与月額、平均年齢の状況
　（平成 31 年 4月 1日現在）

※ 平均給与月額とは、給料および職員手当（扶養手当、住居
手当、通勤手当、時間外勤務手当など）の合計です。

区　分 伊豆の国市

一般

行政職

大学卒 180,700 円
短大卒 161,300 円
高校卒 148,600 円

〈４〉初任給の状況（国と同基準）
　（平成 31 年 4月 1日現在）

問 総務課　☎ 055-948-1411

市職員の給与を公表

区　分 期末手当 勤勉手当 計
6 月期 1.3 月分 0.925 月分 2.225 月分
12 月期 1.3 月分 0.925 月分 2.225 月分
計 2.6 月分 1.85 月分 4.45 月分

期末・勤勉手当の状況（国と同基準）

●職員の諸手当（平成31年4月1日現在）

区分 平均取得日数 消化率
市長部局等 11.7 日 30.0％
教育委員会 8.3 日 21.1％

〈２〉年次有給休暇の取得状況（平成 30 年）

〈１〉勤務時間の状況（平成 31 年 4月 1日現在）

勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間
7 時間 45 分 8：30 17：15 12：00 ～ 13：00

※毎週木曜日の窓口業務は 19：00 までの勤務

●勤務の状況

え
、
活
用
を
立
案
す
る

こ
と
。
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現
在
の
施
設
に
係
る
修

繕
費
は
、
提
案
者
の
負

担
と
し
、
市
で
は
一
切

負
担
し
な
い
。

④ 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及

び
業
務
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律（
昭
和
23

年
法
律
第
122
号
）
第
２

条
第
１
項
に
規
定
す
る

風
俗
営
業
、
同
条
５
項

に
規
定
す
る
性
風
俗
関

連
特
殊
営
業
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
業
及
び

暴
力
団
に
よ
る
不
当
な

行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）
第
２

条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
の
事
務
所

の
用
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
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ュ
ー
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１
月
31
日　

応
募
受
付
開
始

２
月
21
日　

応
募
締
切

２
月
28
日　

企
画
提
案
書
締
切

３
月
10
日　

審
査（
最
優
秀
提
案
者
の
決
定
）

３
月
中
旬　

 

買
受
申
込
書
の
受
理

３
月
下
旬　

 

売
買
契
約
、所
有
権
移
転
登
記
・

温
泉
の
所
有
者
変
更


